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業務規程の一部改正新旧対照表  

 

新 旧 

（Ｌａｒｇｅ取引における標準物の条件）  （Ｌａｒｇｅ取引における標準物の条件） 

第４条の２ Ｌａｒｇｅ取引における標準物

の条件は、銘柄ごとに、次の各号に定めると

ころによる。 

第４条の２ Ｌａｒｇｅ取引における標準物

の条件は、銘柄ごとに、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 超長期国債標準物については、額面１

００円、利率年３パーセント及び償還期

限２０年とする。 

（３） 超長期国債標準物については、額面１

００円、利率年６パーセント及び償還期

限２０年とする。 

  

（呼値） （呼値） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デリ

バティブ取引の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デリ

バティブ取引の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 国債証券先物取引 （１） 国債証券先物取引 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 

額面１００円につき１銭とする。 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 

額面１００円につき１銭とする。

ただし、超長期国債標準物に係るＬ

ａｒｇｅ取引（ストラテジー取引を

除く。）については、額面１００円

につき５銭とする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

９～１２ （略） ９～１２ （略） 

  

（受渡適格銘柄） （受渡適格銘柄） 

第３４条の４ 受渡決済においては、次の各号に

掲げる国債証券（以下「受渡適格銘柄」という。）

を決済物件として取り扱うものとする。 

第３４条の４ 受渡決済においては、次の各号に

掲げる国債証券（以下「受渡適格銘柄」という。）

を決済物件として取り扱うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 超長期国債標準物については、発行

日及び受渡決済期日に１９年３か月以上

（３） 超長期国債標準物については、発行

日及び受渡決済期日に１８年以上２１年
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２１年未満の残存期間を有する利付国債

証券のうち、発行日の属する月が受渡決済

期日の属する月の４か月前の月以前のも

の 

未満の残存期間を有する利付国債証券の

うち、発行日の属する月が受渡決済期日の

属する月の３か月前の月以前のもの 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２７年７月６日から施

行する。ただし、この改正規定施行の日の前日

に取引が行われている限月取引における超長期

国債標準物については、なお従前の例による。 

２ 前項ただし書に規定する超長期国債標準物

は、第３３条第１項及び第２項の規定の適用に

おいては、改正後の第４条の２第３号に定める

超長期国債標準物と同一のものとみなす。 

３ 第１項ただし書に規定する超長期国債標準物

に係る限月取引について、この改正規定施行の

日に終了する取引日の夜間立会において第３３

条第２項の規定に基づき呼値の制限値幅を拡大

した場合には、当該取引日における改正後の第

４条の２第３号に定める超長期国債標準物に係

る限月取引についても、拡大後の呼値の制限値

幅を適用する。 

 

  

（別表）  （別表）  

標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定に

関する表  

標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定に

関する表  

 

 

 

 

 

 

（注） （注）  

１ この表におけるＸは、銘柄ごとに、次

に定めるところによる。 

１ この表におけるＸは、銘柄ごとに、次

に定めるところによる。  

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）  
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（３） 超長期国債標準物については、

０．０３とする。 

（３） 超長期国債標準物については、

０．０６とする。  

２～５ （略） ２～５ （略）  
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受託契約準則の一部改正新旧対照表  

 

新 旧 

（受渡適格銘柄）  （受渡適格銘柄）  

第１４条の４ 顧客と取引参加者との間のＬａｒ

ｇｅ取引における受渡決済においては、次の各

号に掲げる国債証券を決済物件として取り扱う

ものとする。 

第１４条の４ 顧客と取引参加者との間のＬａｒ

ｇｅ取引における受渡決済においては、次の各

号に掲げる国債証券を決済物件として取り扱う

ものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 超長期国債標準物については、発行

日及び受渡決済期日に１９年３か月以上

２１年未満の残存期間を有する利付国債

証券のうち、発行日の属する月が受渡決済

期日の属する月の４か月前の月以前のも

の 

（３） 超長期国債標準物については、発行

日及び受渡決済期日に１８年以上２１年

未満の残存期間を有する利付国債証券の

うち、発行日の属する月が受渡決済期日の

属する月の３か月前の月以前のもの 

  

  

付  則  

 この改正規定は、平成２７年７月６日から施行

する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取

引が行われている限月取引における超長期国債標

準物については、なお従前の例による。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表  

 

新 旧 

（呼値の制限値幅）  （呼値の制限値幅） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に掲

げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当

該各号に定める数値とする。 

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に掲

げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当

該各号に定める数値とする。 

（１） 国債証券先物取引 （１） 国債証券先物取引 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 ａ Ｌａｒｇｅ取引 

(ａ)  （略） (ａ)  （略） 

(ｂ)  超長期国債標準物 

  ４円とする。 

(ｂ)  超長期国債標準物 

       ６円とする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取

引の区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

３ 規程第３３条第２項から第４項に規定す

る呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大は、

次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の

区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

(１)  国債証券先物取引 (１)  国債証券先物取引 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 ａ Ｌａｒｇｅ取引 

(ａ) （略） (ａ) （略） 

(ｂ)  超長期国債標準物 (ｂ)  超長期国債標準物 

イ 呼値の制限値幅の下限を拡

大する場合 

呼値の制限値幅の下限につ

いて、基準値段から６円を減じ

て得た数値に変更する。 

イ 呼値の制限値幅の下限を拡

大する場合 

呼値の制限値幅の下限につ

いて、基準値段から９円を減じ

て得た数値に変更する。 

ロ 呼値の制限値幅の上限を拡

大する場合 

呼値の制限値幅の上限につ

いて、基準値段に６円を加えて

得た数値に変更する。 

ロ 呼値の制限値幅の上限を拡

大する場合 

呼値の制限値幅の上限につ

いて、基準値段に９円を加えて

得た数値に変更する。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 
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４～６ （略） ４～６ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２７年７月６日から施行

する。 

 

 

 

 


